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徳
島
県
告
示
第
九
十
五
号

徳
島
県
労
働
委
員
会
の
第
五
十
期
の
使
用
者
委
員
及
び
労
働
者
委
員
に
つ
い
て
、
労
働
組
合
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
及
び
労
働
組
合
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

推
薦
資
格

１

使
用
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
す
る
資
格
の
あ
る
も
の
は
、
本
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
す
る

使
用
者
団
体
と
す
る
。

２

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
す
る
資
格
の
あ
る
も
の
は
、
本
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
し
、

か
つ
、
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
労
働
組
合
と
す
る
。

二

委
員
候
補
者
の
資
格

法
第
十
九
条
の
十
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
欠
格
者

及
び
法
令
の
規
定
に
よ
り
兼
職
に
関
す
る
制
限
を
受
け
る
者
で
な
い
こ
と
。

三

推
薦
期
間

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で

四

推
薦
手
続

１

使
用
者
団
体

こ
の
推
薦
手
続
に
参
加
す
る
使
用
者
団
体
は
、
推
薦
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す

る
こ
と
。

定
款
又
は
会
則

（一）

事
業
計
画

（二）

役
員
名
簿
（
役
職
名
、
氏
名
、
所
属
事
業
所
名
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）

（三）

会
員
名
簿

（四）

労
働
組
合
に
関
す
る
業
務
参
考
資
料

（五）
２

労
働
組
合

こ
の
推
薦
手
続
に
参
加
す
る
労
働
組
合
は
、
資
格
審
査
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

徳
島
県
労
働
委
員
会
に
提
出
し
、
三
の
推
薦
期
間
中
に
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適

合
す
る
旨
の
証
明
を
受
け
、
そ
の
証
明
書
を
添
え
て
推
薦
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
資
格
審
査
申
請
書
は
、
令
和
七
年
三
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
、
徳
島
県
労
働
委
員

会
に
提
出
す
る
こ
と
。

組
合
規
約

（一）

労
働
協
約
（
労
働
協
約
に
付
随
す
る
覚
書
等
を
含
む
。
）

（二）

組
合
役
員
名
簿

（三）

組
合
会
計
の
決
算
書
の
写
し

（四）

職
制
及
び
非
組
合
員
の
範
囲
一
覧
表

（五）

組
合
組
織
一
覧
表

（六）

五

推
薦
の
方
法

こ
の
推
薦
手
続
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
は
、
徳
島
県
生
活
環
境
部
労
働
雇
用
政
策
課
に
提
出
す
る
こ



と
。



徳
島
県
告
示
第
九
十
六
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

消
防
防
災
航
空
隊
事
務
所
・
警
察
航
空
隊
事
務
所
ほ
か
五
施
設
で
使
用
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
力
（
Ｐ
Ｐ
Ａ
方
式
）

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

一
三
、
二
五
四
、
二
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
生
活
環
境
部
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
社
会
推
進
課
脱
炭
素
推
進
室

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ア
ノ
ー
ド
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
四
番
一
号

五

契
約
金
額

１

基
本
料
金

設
定
し
な
い
。

２

太
陽
光
発
電
電
力
使
用
単
価
（
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
当
た
り
）

徳
島
県
消
防
防
災
航
空
隊
事
務
所
及
び
徳
島
県
警
察
航
空
隊
事
務
所

二
十
七
円
二
十
六
銭

（一）

徳
島
県
立
文
学
書
道
館

二
十
一
円
四
十
三
銭

（二）

徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

二
十
七
円
二
十
六
銭

（三）

徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

二
十
七
円
二
十
六
銭

（四）

徳
島
県
立
産
業
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー

二
十
二
円
九
十
銭

（五）

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
課
（
本
館
）

二
十
七
円
二
十
六
銭

（六）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

一
号



徳
島
県
告
示
第
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
井
川
町
遅
谷
四
一
一

九
番
四
地
先
か
ら

旧

四
・
七
～
六
・
三

二
六
・
八

０

同

四
一
一

４

大
利
辻

１

八
番
三
地
先
ま
で

同

新

九
・
九
～
一
一
・
〇

二
六
・
八



徳
島
県
告
示
第
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
美
馬
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

一
般
国
道

延

長

路

線

名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

（
メ
ー
ト
ル
）

美
馬
市
木
屋
平
字
三
ツ
木
二

九
二
番
一
地
先
か
ら

四
九
二
号

一
九
七
・
〇

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

同

二

八
七
番
一
〇
地
先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
井
川
町
遅
谷
四
一
一
九

０

番
四
地
先
か
ら

４

大
利
辻

二
六
・
八

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

１

同

四
一
一
八

番
三
地
先
ま
で


